
令和7年度

日田市職員
採用試験
令和7年10月１日採用分

電子申請

（原則インターネットでの受付）

日田市 総務企画部総務課人事係

（市役所本庁４階）

〒877-8601

大分県日田市田島２丁目６番１号

℡0973-22-8392

午前 8 時３０分～午後 5 時

（土・日曜日、祝日を除く）

始

動―
―

。申込受付期間

6月 2 日（月） 午前８時30分から

6月30日（月） 午後5時まで

申込方法

問合先

art
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１ 試験区分、採用予定数及び受験資格  
 

試験区分 
採 用 

予定数 
受 験 資 格 

一般事務 

若干名 

要件１、要件３ 

一般事務 

(職務経験有) 
要件２（注１、注２、注３）、要件３ 

土木技術 

若干名 

要件１で、学校教育法に定める学校において土木の専門課程を専攻し、土木の専

門知識・技能を有する人、要件３ 

土木技術 

（職務経験有） 
要件２（注１、注２、注３）、要件３ 

【受験資格等】 

要件１：平成8 年 4 月 2 日以降に生まれた人（ただし、高校新卒者を除く。）（～29 歳） 

要件２：昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、民間企業等での職務経験が５年以上ある人（～45 歳） 

※正規、非正規、自営業、フリーランスを問わない。 

注１ ：「民間企業等で職務経験が 5 年以上」とは、民間企業や行政機関などで採用職種に応じた業務を１年     

以上継続して就業した期間が該当。職務経験が複数ある場合は通算できる。 

注２ ：職務経験年数は、令和 7 年 6 月 30 日現在。 

注３ ：最終合格後、職務経験期間確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。職務経験期間が確認できな

い場合は、合格を取り消す場合があります。 

要件３：令和7 年 10 月 1 日から勤務できる人 

 

※ 採用予定数は、変更になる場合があります。 

※ 一般事務（障がい者）、高校新卒者については 9 月実施予定の後期試験になります。 

※ １０月１日採用試験の受験者は前期試験及び後期試験を受験できません。 

※ 受験資格・受験申込書記載事項の真否などについて調査します。 

※ 学校教育法に定める学校とは、次の学校となります。 

 ① 第１条に定める高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校 

 ② 第１２４条に定める専修学校 

※ 学校教育法による大学を中途退学した人 

２年以上在学し、かつ、その在学期間中に６２単位以上の単位を修得した人は「短期大学卒業」扱いとします。 

※ 日本国籍を有しない人 

受験することができます。ただし、日本国籍を有しない人は、採用時に職務従事可能な在留資格がない場合は採

用されません。 

※ 受験できない人（地方公務員法第１６条に該当する人） 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・ 日田市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

・ 日本国憲法施行日以後において、憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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２ 試験会場の選択 
 

試験区分 試験科目 試験会場 
総合適性検査 

基礎能力 性格検査 

全区分 総合適性検査 日田市役所 ○ ○ 

  

※ 全ての受験生は、総合適性検査（基礎能力）と総合適性検査（性格検査）を受験します。 

 

3 第一次試験について 
 

試験日  令和7 年 7 月 13 日（日） 

※ 第一次試験及び第二次試験で使用する「総合適性検査」については、実施、問題の作成から採点までの全てを

専門業者に委託しています。 

 

4 試験科目及び試験内容 
 

区分 試験科目 対 象 者 試 験 内 容 

第
一
次
試
験 

総合適性検査 

（基礎能力） 

６０分 

受験者全員 

文章読解能力、数的能力、推理判断能力、人文・

社会、自然に関する一般知識、基礎英語につい

ての択一式による筆記試験 

総合適性検査 

（性格検査） 

３５分 

受験者全員 
職員として必要な適性を有するかどうかについ

ての択一式による検査 

第
二
次
試
験 

面接試験 
第一次試験合格者 

（日田市役所での受験） 

個人面接試験 

（プレゼンテーションも実施します） 

 

※ 第一次試験における性格検査は、第二次試験の合否判定において用いるものであり、第一次試験の合否判定

には用いません。 

 

【第一次試験（日田市役所で 7 月１3 日実施）時における注意事項】 

※ 受験者は、午前８時３０分までに試験区分ごとに指定された会議室に入室し、指定された座席に着席しておい

てください。なお、指定会議室は、試験会場入り口にてお知らせします。 

※ 指定駐車場以外には駐車しないでください。 
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５ 試験結果の発表 
 

第一次試験 第二次試験 発表の方法 

７月下旬 ８月中旬 

市役所西側掲示板・市民課横掲示板に掲示及び日田市ホ

ームページに掲載します。また、採用管理システムのマイペ

ージを利用して通知します。 
 

※ 事務の進捗状況により、発表の日程が前後する場合があります。 

 

６ 試験結果の開示 
 

採用試験の結果については、採用管理システムのマイページを利用して受験者本人に開示します。（口頭による

開示請求に基づく開示は行いません。） 
 

開示する人 開示内容 

第一次試験 不合格者 

第二次試験 不合格者 
第一次試験の得点及び順位 

 

７ 採用 
 

① 最終合格者は採用候補者名簿に成績順に登載し、職員に欠員が生じたとき、その中から採用されます。したがっ

て、欠員が生じない限り、合格しても採用されない場合があります。 

② 資格要件がある試験区分について、採用日までに当該資格を取得できなかった場合は、合格しても採用されな

いことがあります。また、卒業見込者として受験・合格しても、採用日までに当該学歴を卒業できなかった場合は、

採用とはなりませんのでご注意ください。 

③ 採用候補者名簿の有効期間は、最終合格発表日の翌日から令和 7 年12 月 31 日までです。 

 

８ 日本国籍を有しない方の任用 
 

日本国籍を有しない方の任用にあたっては、「公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職には就けない」

という公務員の基本原則に沿った任用が行われます。 
 

◎ 携わることのできる職務について 

下記のような「公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職」に該当する職務には従事することはで

きませんが、それ以外の職務には従事できます。 
 

（公権力の行使に該当する主な職務の例） 

 税の賦課決定、徴収、滞納処分 

 法令（条例及び規則を含む。以下同じ）に基づく許認可等 

 法令に基づく行政上の立ち入り検査等 

 公物管理権に基づく権力作用の行為（施設の使用許可、立入り許可等） 

 法令に基づく補助金等の決定事務 

 その他、行政目的を達成するために法令によって認められた権能に基づいて、一方的な判断で市民の権

利義務その他法的地位を具体的に決定する行為 
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（公の意思形成への参画に携わる職） 

部長級、課長級等の職のうち、市行政について企画、立案及び決定に参画する職が該当します。 

 

９ 受験手続 

 ○申込みは原則インターネットでの受付となります。  

事前準備 〇パソコン又はスマートフォン 

※スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。 

※使用可能なパソコン又はスマートフォンを所有していない方は、学校等のパソコンを利用してくださ

い。 

【推奨環境について】 

ブラウザ：Google Chrome 最新版（Internet Explorer には対応していません） 

※JavaScript が使用できる設定であること。 

※PDF を閲覧できる環境であること。（一部機能） 

〇メールアドレス 

「city.hita.lg.jp」「.bsmrt.biz」「cbt-s.com」のドメインから送付される電子メールが受信できるよ

うに設定してください。（スマートフォンの設定方法については、各自で確認してください。） 

〇受験票印刷用のプリンタ 

※コンビニエンスストア等のプリントサービス等利用可。 

〇顔写真のデータ 

※申込前３ヶ月以内に背景を無地、上半身正面向き、脱帽で撮影したもので、本人と確認できる明瞭

な写真データ。 

※登録可能なファイル形式は画像（GIF／JPEG／JPG）のみです。 

※登録可能なデータサイズは最大２MB です。 

申込手順 ①日田市ホームページから申込専用サイトへ接続しメールアドレス等を事前登録 

②事前登録完了のメールを受信後、メールに記載された URL にアクセスし、マイページ内で受験者情

報等を本登録 

※登録の途中で一時保存することはできません。登録作業を中断した場合は最初から入力をし直す

必要がありますので、別途パソコンやスマートフォンのメモ機能などを利用し、原稿を作成した上で

登録することをおすすめします。 

③本登録完了メールを受信し受験申込完了 

※本登録後に２４時間を経過しても完了メールが届かない場合はお問い合わせください。 

そ の 他 ・申込締切直前は、サーバーが混み合うことなどにより申込みに時間がかかる恐れがありますので、余

裕をもって早めに申込手続を行ってください。締切日時を過ぎた申請は一切受付できませんのでご了

承ください。 

・申込内容に不備があった場合、受付を拒否する場合がありますので、入力は慎重に行ってください。 

・受付期間中は、２４時間いつでも申込みができますが、システムの保守・点検等を行う必要がある場合

や、重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合は、事前の通知を行うことなく、本システムの運

用の停止、休止、中断、または制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、このた

めに生じた申込みの遅延等には一切の責任を負いませんのでご注意ください。 
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・申込の受付期間終了後、7 月7 日（月）までに「受験票交付のお知らせ」に関するメールを送信します

ので、確認後、申込専用サイトの「マイページ」にログインし、受験票を印刷してください。 
 

※ 詳細な申込方法については別紙「インターネット申込案内」をご覧ください。 

※ 原則インターネットによる申込み以外は受け付けできませんが、インターネットによる申込みができない特段の事

情がある場合には、日田市総務課人事係に電話でお問い合わせください。 

 

１０ その他 
 

① 第一次試験（日田市役所で 7 月 13 日実施分）は、午前中で試験が終了する予定です。 

② 試験会場内（敷地内）は指定された場所以外での喫煙はできません。 

③ 試験は、諸般の事情（台風等の自然災害など）により延期する場合があります。延期の際は、日田市ホームペー

ジへ掲載するとともに、採用管理システムのマイページでお知らせしますので注意してご覧ください。 
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第 一 次 試 験 会 場 案 内 図 

 

日 時 ： 令和 7 年7 月１3 日（日曜日） 

 

試 験 会 場 ： 日田市役所（日田市田島 2 丁目 6-1） 
 

車 の 場 合 … ＪＲ日田駅より 5 分程度、大分自動車道日田 IC より１０分程度 

Ｊ Ｒ 利 用 の 場 合 … ＪＲ日田駅よりタクシーで 5 分程度 

高速バス利用の場合 … 日田バスセンター行き高速バスご利用の方は、バス停“日田市役所前”で下車してくださ

い 

 

駐 車 場 ： 日田市役所駐車場 

 


